倉観交第　号
令和　年　月　日
　　　　　　　　　　　　　　　様


倉吉市長　広田　一恭
行政財産使用許可書
　　　年　月　日付けで申請のあった行政財産の使用については、倉吉市財務規則第148条第１項第５号の規定により、使用許可することが適当と認められましたので、同財務規則第149条第２項の規定により、裏面の条件を付して許可します。

　　使用期間は令和　年　月　日から令和　年　月　日までとします。


許可条件
１　使用を許可する物件(以下｢使用物件｣という。)は、次のとおりとする。

あい　使用者名称　　　



あい　使用場所　　　倉吉パークスクエア食彩館　

あい　所在地　　　倉吉市駄経寺町１９８番地２

  　  使用物件の種別及び構造　　　鉄骨造一部鉄筋コンクリート及び耐火パネル造平屋建

あ　い使用面積　　　


㎡
２　使用物件を申請書記載の使用目的以外の用に供しないこと。

３　使用期間は令和　年　月　日から令和　年　月　日までとする。

４　行政財産使用料(以下｢使用料｣という。)は、金


円とする。

５　使用者は、使用料を市長が発行する納入通知書により、市長が指定した納付期限までに納付すること。
６　使用者は、使用物件の使用について常に善良な管理者の注意をもって使用し、これらを正常な状態において維持する義務を負うほか、次の行為を行ってはならない。
(１) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為
(２) 使用物件を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡すること
(３) 使用物件を担保に供すること
７　使用者は、使用物件の形状を変更しようとするとき、又は使用の目的等を変更しようとするときは、あらかじめ書面をもって市長の承認を得ること。
８　市長は、次の各号に該当するときは、使用者に対して使用許可の取消をし、使用物件の明け渡しを請求する。この場合において、使用者は使用物件に投じた改良のための修繕費等の費用を請求することができない。
(１) 使用料を滞納したとき、また、その滞納に対する督促通知の納付期限が守られないとき
(２) 不正行為により使用許可を受けたとき
(３) 使用物件を故意にき損したとき
(４) 公共又は公共の用に供するため使用物件を必要とするとき
(５) 使用許可申請書の記載内容について、事実と異なることが判明したとき
(６) その他、許可条件に違反したとき
９　使用者は、前項各号の事由により明け渡しの請求を受けたことによって生じた損害について、市長に賠償請求を行わないこと。
10　使用者は、使用物件を明け渡そうとするときは、自己の負担において市長が指定する期日までに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に承認したときはこの限りでない。
11　使用者が前項に定める義務を履行しないときは、市長が使用者の負担においてこれを行う。
12　使用物件のき損等物件に損害が発生した場合又は第三者に損害を与えた場合、もしくは第三者と紛争を生じた場合は、申請者の責任と負担において処理、原型復旧又は損害の賠償を行うこと。
13　使用物件について随時に実地調査し所要の報告を求め、その使用に関し必要な指示をすることがある。
14　市長は、天災、火災、盗難、損壊その他甲の責めに帰すことのできない事由により、使用者が被った損害についての責任を一切負わない。

15　使用者は、使用物件の使用中に生じた一切の事故等については、すべて使用者の責任と負担において処理し、市長は一切の責任を負わない。
16　その他、必要な事項については、その都度市長が決定する。
（教示）


この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、倉吉市長に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることは、できなくなります。


また、処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、倉吉市を被告として（訴訟において倉吉市を代表する者は、倉吉市長となります。）、提起することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、上記の審査請求をした場合は、処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。








